












研究の要約:

厚生省は、平成 3年 7月 1日からの適用にて「乳幼児健全発達支援相談事業」を開始した。

本事業は、21 世紀のわが国の母子保健・小児保健に極めて重要な施策に発展すると予測

されるものであり、特筆すべき事業の一つといって過言ではない。目的は、児童の心身の

健全な育成発達の助長や保護者の育児不安の解消を図ることにあり、都道府県・政令市・

特別区宛に児童家庭局通知および母子衛生保健課長通知(平成 3 年 5 月 22 日付)が発布さ

れている。本事業について実施状況を秋田県、新潟県、埼玉県、東京都 23 区およびその

他の一部に地区について調査した。本事業の発布から、まだ 2年しか経過していないこと

もあると考えられ、多くの市町村や特別区において本事業の存在すら把握されていないと

ころが多かった。その理由としては、本事業の主旨・目的が担当上級者に理解されておら

ず、どこの部署・課にも通知が出されなかったり、通知が出されても見当はずれの部署・

課に回っていたりしていたこと、かなりの市町村・特別区等において、すでに本事業と極

めて類似の事業が実施されており、改めて参画する必要性がなかったことなど、があげら

れた。実施方法や内容についても一部調査を行った。


